
労働雇用分野・教育分野における「合理的配慮」について検討すべきこと  

 

2012.2.6 

差別禁止部会委員 池原毅和  

 

平成２４年１月２７日第１２回差別禁止部会において、厚生労働省から

労働雇用分野について、文部科学省から教育分野について、それぞれの「合

理的配慮」の検討内容に関してヒアリングをおこなったところですが、両

省において検討されている「合理的配慮」が障害者権利条約およびそれを

受けて策定されるべき障害のある人に関する差別禁止法が求める「合理的

配慮」と似て非なる法概念となることが考えられるため、以下の点につい

て内閣府障がい者制度改革推進会議差別禁止部会においてご議論いただ

きたいと存じます。  

 

１ 厚生労働省・文部科学省における「合理的配慮」の特色  

 （１） 厚生労働省  

   ① 障害者雇用促進法（行政的規制の枠組み）の見直しに係る議論

に資する観点から検討されていること  

   ② 用語上「合理的配慮義務」とはせず「合理的配慮」とするにと

どめ、義務性が明確にされていないこと  

   ③ 「合理的配慮」の内容については「多様かつ個別性が高い」も

のであり、「法律では合理的配慮の概念を定め、具体的な配慮の

内容等については、配慮の視点を類型化しつつ、指針として定め

ることが適当である」として、合理的配慮が一人一人の障害のあ

る人に見合ったものであることについては理解が示されている

こと、なお、合理的配慮の定義は示されていない。  

   ④ 「合理的配慮」の権利義務関係（権利義務の主体）については、

「障害者に対して職場における合理的配慮の提供を事業主に義

務付ける」とする一方、「あまり確定的に権利義務関係で考える

のではなく・・・当事者間の話し合いや第三者が入ってのアドバ
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イスの中で、必要なものを個別的に考えて行くことが適切である」

とし、事業主に義務があることは明言されているが、これに対応

して障害のある人に権利があるのか否かについては明確にされ

ていないこと  

   ⑤ 合理的配慮の内容について「企業内で自主的に解決しない場合

は、第三者機関による解決を図るべきであるが、刑罰法規や準司

法的手続のような判定的な形で行うのではなく、調整的な解決を

重視すべきである」とされ、裁判外手続においては、合理的配慮

は何らかの合意を前提にしないと実現されない方向性を示唆し

ていること  

 （２） 文部科学省  

   ① 「特別支援教育の在り方」の一つとして「合理的配慮等環境整

備」が検討されていること  

   ② 用語上「合理的配慮義務」とはせず「合理的配慮」とするにと

どめ、義務性が明確にされていないこと  

   ③ 「合理的配慮」の定義は示されているが、合理的配慮の権利義

務関係は示されていないこと  

   ④ 「基礎的環境整備」は、国・都道府県・市町村が主体となって、

法令又は財政措置に基づいて行うものであって、「合理的配慮」

の基礎となる環境整備であるとするのに対して、「『合理的配慮』

は、『基礎的環境整備』を基に個別に決定されるもの」であると

している。両者の違いは、基礎的環境整備は、①整備を行う主体

は国、都道府県、市町村であり、②その内容は個別の障害のある

人に対応するものではなく一般的標準的な整備であること、③そ

の根拠は法令又は財政的措置であることに対して、「合理的配慮」

は、①提供主体は学校の設置者または学校であること、②その内

容は個別的であること、③その根拠は三者の可能な限りの合意形

成によることの 3 点である。しかし、基礎的環境整備が行政施策

として行われ、個々の障害のある人が権利として施策を求めるこ

とはできないものであるのに対して、合理的配慮は個々の障害の
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ある人が権利として個別的な配慮を求めうるのであるというよ

うな本質的な法的性質の違いを説明はしておらず、むしろ、両者

の違いは提供主体の違いと一般性と個別性の違いにとどまって

いるようにも読める。  

   ⑤ 「合理的配慮」の権利義務性については、「学校の設置者・学

校は、個々の障害のある子供に対し、『合理的配慮』を提供する」

とし、権利義務については明言していないこと  

   ⑥ 「合理的配慮」の決定方法は、「設置者・学校と本人・保護者

により、・・・『合理的配慮』の観点を踏まえ、『合理的配慮』に

ついて可能な限り合意形成を図った上で決定し、提供されること

が望ましく」（４頁下段）、「意見が一致しない場合には、第三者

機関により、その解決を図ることが望ましい」（５頁上段）とし

て、「合理的配慮」の決定権限の所在を明確にしていないが、他

方で、「設置者・学校が決定するに当たっては、本人・保護者と・・・

『合理的配慮』の観点を踏まえ、『合理的配慮』について可能な

限り合意形成を図った上で決定し、提供されることが望ましい」

（１１頁⑤）として、最終的な決定主体は設置者・学校であるこ

とをうかがわせる記述がなされている。  

   ⑦ 「合理的配慮の決定方法等」の項（４頁２）の中に、「学校・

家庭・地域社会における教育が十分に連携し、相互に補完しつつ、

一体となって営まれることが重要であることを共通理解とする

ことが重要である」（同項（２）③）との意図不明な記述があり、

就学における合理的配慮の義務主体が不明確化される可能性が

ある。  

   ⑧ 同項（５）④（６頁）においても、「通常の学級に在籍してい

る障害のある児童生徒に支援員を配置したものの、・・・十分な

教育を受けられるようにするための支援になっていない場合な

どは、通級による指導を行ったり、特別支援学級、特別支援学校

と連携して指導することの方が効果的と考えられる」とする記述

があるが、これが「合理的配慮」の決定にいかなる意味を持つの

- 9 -



か、設置者等が抗弁とできる趣旨とまでは読めないものの、こう

した事例はむしろ通常学級にける適切な合理的配慮がなされて

いない事例とされるべきものであり、これを合理的配慮をするよ

りも通級の方がよいとする事例としてあげることには、統合化に

消極的な姿勢が垣間見える。  

 （３） 小括  

   ① 合理的配慮義務が、事業者や学校設置者等の義務であり、障害

のある人がその義務に対応して合理的配慮請求権を有すること

は明確化されていない。  

   ② 用語上「合理的配慮」とするにとどめ、「合理的配慮義務」と

はしていない。  

   ③ 合理的配慮を行う義務は、行政法上の義務であり、これに対応

して個々の障害のある人に権利が認められるものではないとさ

れる可能性がある。合理的配慮は行政法規上の義務にとどまり、

個人の権利を付与したものではなく、また、その義務に対応して

反射的に権利が認められるわけでもない。また、行政法規違反（合

理的配慮違反）が私法上の効果として法律行為の無効や損害賠償

の違法性を直ちに基礎づけるものともならないという解釈を生

む余地を大きく残している（参照：個人情報保護法とプライバシ

ー権の関係）。あるいはむしろそれを狙っているとも思われる。  

   ④ 裁判外手続においては、障害のある人が合理的配慮請求権を貫

徹する（作為請求を実現する）ことはできないものとなっている。 

   ⑤ 教育分野では、合意に至らない場合、最終的には学校の設置

者・学校が合理的配慮のあり方を決定する余地が残されている。 

２ 差別禁止部会において検討すべき点  

  以上の点を踏まえて、差別禁止部会において、以下の点を検討される

ことを提案します。  

○ 厚生労働省、文部科学省において、合理的配慮を行政法規上の義務、

規制の在り方として定めるのであれば、それは障害者権利条約の求め

る「合理的配慮義務」とは異なるものだから、用語の混乱を避けるた
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めに別の用語を用いることを申し入れるべきではないか。  

○ 仮に他省庁の用語例に内閣府として介入できないのだとすれば、差別

禁止部会としては、障害者権利条約の Reasonable Accommodation

を受けた用語として、新たな用語（例えば「平等化のための配慮義務」、

あるいは、特別支援教育に振り分けたうえでの「合理的配慮」は機会

均等化を否定することを補強することになるのでまったく障害者権

利条約が求めるものとは異なる概念になることを明確化する意味で

「機会均等化のための配慮義務」とすることも考えられる）を用いて、

行政的な義務（違反した場合、行政指導、行政罰、免許の取り消しな

どが伴うが、個人の合理的配慮請求権を認めるものではなく、その違

反は私法上当然に違法性や法律行為の無効性を基礎づけない）と明確

な区別をし、障害のある人が個別に合理的配慮請求権を有し、事業者

や学校設置者、国、自治体などがそれに対応した義務を負うという、

権利義務関係の明確化をおこなうべきではないか。  

○ 上記のような合理的配慮をめぐる行政法規上の義務と差別禁止法上

の権利義務が明確に区別されれば、障害者雇用促進法や教育関係法制

に「合理的配慮」や「障害差別禁止」の規定があっても、差別禁止法

が同一分野について別個の観点・次元（個人の主観的権利を保障し、

その侵害に対して損害賠償や法律行為の無効、作為請求を認める）で

合理的配慮と障害差別禁止を定める意義があることになるのではな

いか。  

○ 厚生労働省においても文部科学省においても、第三者機関の必要性は

認められており、いまだ検討中ということであるから、内閣府として

障害差別問題とりわけ合理的配慮に関しては、障害者政策委員会のも

とで第三者委員会を一括して引き受けることを先んじて提案しては

どうか。  

- 11 -




